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Ⅰ　はじめに

　一般に，新たな裁判例の登場や新しい制度
の創設により，新たな課税問題が生じるが，
譲渡所得についてもその例外ではない。譲渡
所得をめぐる課税は，第一義的に，従来から
の判例・通説を前提とした譲渡所得課税の理
論に基づく解釈問題として検討されるが，そ
の過程で当該理論の妥当性を検証し，従来の
理論で新たな問題への対応が可能かどうかを
検証する契機となるとともに，立法的解決の
必要性を探る端緒にもなる。
　筆者はこれまで，譲渡所得課税に関する
様々な局面について検討してきたが，それら
を踏まえ，新たな事例に関する譲渡所得課税
の問題を考察することにより，その課税理論
の妥当性について再考するのが本稿の目的で
ある。

　本稿で取り上げる新たな事例は，取引相場
のない株式の評価方法が争われた最高裁令和
２年３月24日判決（タキゲン事件）および平
成30年の民法改正によって導入された配偶者
居住権である。前者の判決の検討を通じて，
譲渡所得課税の趣旨である増加益清算課税説
と課税対象となる資産の増加益の関係につい
て考えてみたい。また，配偶者居住権をめぐ
る譲渡所得課税の問題については，現行法令
の解釈として示されている理解が，譲渡所得
課税の理論とどのように整合するのか，また
検討すべき問題としてどのような問題がある
かについて考察する。そして，これらの検討
を通じて，譲渡所得に係る課税理論の精緻化
を試みる。
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Ⅱ�　取引相場のない株式の評価と譲渡所得
課税の理論

１　最高裁令和２年３月24日判決⑴

⑴�　事案の概要
　まずは，検討の対象とする事案をみておこ
う。
　A社は，金属製品等の製造・販売を行う株
式会社で，下記の本件株式譲渡時点で，財産
評価基本通達（以下「評価通達」という。）178
における「大会社」に当たり，A社株式は「取
引相場のない株式」に該当した。
　A社の代表取締役であったHは，平成19年

８月１日，A社株式のうち72万5,000株（以下
「本件株式」という。）を１株当たり75円，合
計5,437万5,000円でB社に譲渡した（以下「本
件株式譲渡」という。）。この１株当たりの金
額は，本件株式を配当還元方式により評価し
た金額と同額である。
　B社は，平成16年２月に金銭の貸付業，株
式投資業等を目的として設立された会社で，
設立以来，その株主はすべてA社の役員又は
従業員である（ただし，Hの親族ではない。）。
　本件株式譲渡により，A社の株主構成は
〔表〕のとおりになった。

本件株式譲渡前 本件株式譲渡後

株　主 持株割合 株　主 持株割合

H 15.88％ 合計
22.79％

H 8.00％ 合計
14.91％Hの親族 6.91％ Hの親族 6.91％

― ― ― B社 7.88％

その他 省　略 その他 省　略
※評価通達188の適用においては，HとHの親族が相互に同族関係者に当たる。

〔表〕　本件株式譲渡前後のA社の株主構成

　その後，平成19年12月26日にHが死亡し，
Hの相続人であるXら（以下「Xら」という。）
は，平成20年３月に，Hの平成19年分の所得
税につき準確定申告書を提出した。その際，
本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を１
株当たり75円として算定した。
　所轄税務署長は，Xらに対し，本件株式譲
渡の時における本件株式の価額は類似業種比

準方式により算定した１株当たり2,990円であ
り，本件株式譲渡は所得税法59条１項２号の
低額譲渡に当たるとして，Hの平成19年分の
所得税の更正処分等（以下「本件更正処分」
という。）をした。
　これに対して，Xらが行った異議申立てに
よって，本件株式の価額は１株当たり2,505円
に改められた。しかし，それでも本件株式譲

⑴　最判令和２年３月24日判時2467号３頁。同判決
については，佐藤英明「判批」TKC税研情報29巻
４号（2020年）１頁以下，品川芳宣「判批」TKC
税研情報29巻３号（2020年）28頁以下，大淵博義
「判批」税務弘報68巻11号（2020年）113頁以下，
長島弘「判批」税務事例52巻10号（2020年）33頁

以下，伊川正樹「判解」税務QA2020年9月号78頁
以下等。また，渡辺徹也「取引相場のない株式の
評価―財産評価基本通達に基づく評価法および清
算課税説の再検討―最高裁令和２年３月24日判決
［タキゲン事件］を中心に―」税務事例研究180号
（2021年）24頁以下も参照。
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渡は低額譲渡に当たることには変わりはない。
そこで，Xらが本件更正処分の取消しを求め
て出訴したのが本件である。
　本件では，本件株式譲渡が所得税法�59条１
項２号の低額譲渡に当たるかどうかが争点と
されており，より具体的には，本件株式譲渡
時における本件株式の「時価」の評価方法を
めぐり，通達が定める内容が問題とされてい
る。
　ここで，本件で問題とされている通達につ
いてみておこう。まず，事件当時の所得税基
本通達59－６⑵は，所得税法59条１項の適用に
当たり，取引相場のない株式の評価について
は，評価通達178から189－7までの例により算
定した価額とする旨を定めている。そして，
所得税基本通達59－６⑴は，その適用の条件
として，「財産評価基本通達188の⑴に定める
『同族株主』に該当するかどうかは，株式を譲

4 4 4 4

渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の議決権の数により判定すること」（傍点，筆
者）としている。ただし，財産評価基本通達
188の⑵および⑷には「株式取得

4 4

後」，同⑵か
ら⑷には「株主の取得した

4 4 4 4

株式」（いずれも傍
点，筆者）と定められている。そして，本件
株式の評価において，同族株主の株式の保有
数に関し，株式の譲渡直前の時点を基準とす
るのか，株式の譲渡（取得）後なのかにより，
異なる評価方法が定められている。すなわち，
前者によれば，類似業績比準方式となり，国

側が主張する評価方法となり，後者の解釈を
とる場合には，配当還元方式となり，X（納
税者）が主張するものとなる。
　第一審⑶は，相続税や贈与税の課税価格の計
算の基礎となる財産の評価と，譲渡所得の収
入金額の計算とは場面が異なることを前提と
して，評価通達は，譲渡所得の収入金額の計
算の趣旨に照らして適用することが念頭に置
かれているとして，同通達の「取得した株式」
という文言を「譲渡した株式」と読み替えて
適用すべきと解釈した上で，国側の主張を認
める判断を示した。
　これに対して，控訴審⑷は，課税に関する納
税者の信頼および予見可能性を確保する見地
から，通達の意味内容について文理に忠実に
解釈すべきであり，通達の文言を殊更に読み
替えることは許されないとの解釈を示した上
で，Xらの主張を認める判断を示した。

⑵　判旨
　まず，最高裁は，先例⑸を引用して，増加益
清算課税説⑹について言及する。それに続けて
次のように述べている。「すなわち，譲渡所得
に対する課税においては，資産の譲渡は課税
の機会にすぎず，その時点において所有者で
ある譲渡人の下に生じている増加益に対して
課税されることとなるところ，所得税法59条
１項は，同項各号に掲げる事由により譲渡所
得の基因となる資産の移転があった場合に当

⑵　令和２年８月28日付課資４－２ほか１課共同
「『所得税基本通達の制定について』の一部改正に
ついて（法令解釈通達）」による改正前のもの。
⑶　東京地判平成29年８月30日税資267号順号13045。
⑷　東京高判平成30年７月19日税資268号順号13172。
⑸　最判昭和43年10月31日訟月14巻12号1442頁，最
判昭和47年12月26日民集26巻10号2083頁。

⑹　「譲渡所得に対する課税は，資産の値上がりによ
りその資産の所有者に帰属する増加益を所得とし
て，その資産が所有者の支配を離れて他に移転す
るのを機会に，これを清算して課税する趣旨のも
のである」という他の裁判例でも引用されるのと
同様のフレーズである。
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該資産についてその時点において生じている
増加益の全部又は一部に対して課税できなく
なる事態を防止するため，『その時における価
額』に相当する金額により資産の譲渡があっ
たものとみなすこととしたものと解される。」
　そして，取引相場のない株式に係る所得税
法59条１項所定の時価について，所得税基本
通達59－６は，同⑴～⑷によることを条件に
評価通達の例により算定した価額としている
が，その意義について，評価通達は株式を取

4

得した
4 4 4

株主の議決権の割合によって配当還元
方式を用いるかどうかを判定するとしている
が，これは，相続等により財産を取得した

4 4 4 4

者
に対し，取得した財産の価額を課税価格とし
て課される相続税および贈与税では，株式を
取得した
4 4 4 4

株主の会社への支配力に着目してい
ることによるものであることと解している。
　これに対して，譲渡所得課税においては，
当該譲渡における譲受人の会社への支配力の
程度は，譲渡人の下に生じている増加益の額
に影響を及ぼすものではないのであって，前
記の譲渡所得に対する課税の趣旨に照らせば，
譲渡人
4 4 4

の会社への支配力の程度に応じた評価
方法を用いるべきものと解している。その上
で，「譲渡所得に対する課税の場面では，相続
税や贈与税の課税の場面を前提とする評価通
達の前記の定めをそのまま用いることはでき
ず，所得税法の趣旨に則し，その差異に応じ
た取扱いがされるべきである」と述べ，所得
税基本通達59－６の定めは，「譲渡所得に対す
る課税と相続税等との性質の差異に応じた取
扱いをすることとし，少数株主に該当するか
否かについても当該株式を譲渡した株主につ
いて判断すべきことをいう趣旨のものという
ことができる。」と判示している。
　以上の理由に基づき，本件株式の譲受人で

あるB社が評価通達188の⑶の少数株主に該
当することを理由とする原審判決は違法であ
るとして，原審に差し戻す判断を示した。

２　検討

⑴�　本判決の解釈と譲渡所得課税の趣旨が果
たす役割
　本判決をめぐっては，所得税法59条１項の
適用に関して財産評価基本通達という相続税
の通達に依拠することの問題や通達の文言の
わかりにくさといった問題⑺も指摘されている
が，ここでは譲渡所得課税との関係に絞って
みていくことにする。
　本件では，所得税法59条１項のみなし譲渡
課税の適用に当たり，取引相場のない株式で
ある本件株式に係る評価方法が問題とされ，
「譲渡所得課税の趣旨に照ら」して，「譲渡人
の会社への支配力の程度に応じた評価方法を
用いるべき」との解釈が示された。すなわち，
資産の所有者に帰属する増加益を譲渡所得で
あるとし，保有期間中に発生した増加益を譲
渡の機会に清算して課税するのが課税の趣旨
であることから，譲渡所得課税が行われるの
は譲渡の時まで資産を所有していた者，すな
わち譲渡人であることは明らかである。その
ため，譲渡人に着目して当該資産の評価を行
うことは，課税の趣旨からすれば当然のこと
といえる。
　他方で，相続税および贈与税は，現行法上，
資産の取得者の担税力の増加を課税の根拠と
する遺産取得税方式を基礎としているため，

⑺　本判決に付されている，宇賀裁判官および宮崎
裁判官の補足意見参照。なお，本判決を契機とし
て，所得税基本通達59－６は令和２（2020）年８
月に改正された。
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資産の取得者に着目することになる。譲渡所
得と相続税との「二重課税」が問題とされる
ケース⑻においても，両者の課税根拠および納
税義務者の違いは同様に理解され，両税は区
別される⑼。そのため，本判決の解釈は妥当で
あり，また増加益清算課税説に即したものと
いえよう。
　さらに本判決の特徴は，「譲渡所得に対する
課税においては，資産の譲渡は課税の機会に
すぎず，その時点において所有者である譲渡
人の下に生じている増加益に対して課税され
ることとなる」と述べている点である。これ
は，所得税法59条１項所定のみなし譲渡課税
について，「譲渡所得の基因となる資産の移転
があった場合に当該資産についてその時点に
おいて生じている増加益の全部又は一部に対
して」課税を行うものであることを説明する
文脈での判示である。そのため，実際の譲渡
益は発生しておらず，（客観的な）増加益に対
して課税する場面であることから，資産の譲
渡の時点で生じている増加益に対して課税す
ること，およびそのタイミングは資産の譲渡
時であることを確認する趣旨であると解され
る。

⑵　「増加益の清算」と「時価」の算定
　上記の判示部分については，譲渡所得課税
の趣旨は増加益清算課税説であることを確認
し，譲渡益課税説⑽は妥当しないこと⑾を示す
意図があったものと考えられる⑿。本判決が資
産の譲渡を「課税の機会にすぎず

4 4 4

」（傍点，筆
者）と表現した意図を推し量ることは困難で
あるため，この点は措くとしても，ここで述
べられていることは，譲渡時に生じている増
加益を譲渡のタイミングで清算して課税する
のが譲渡所得課税の趣旨であるため，無償譲
渡であっても所得税法59条１項の規定に基づ
いて増加益を清算して課税することが認めら
れるという課税の趣旨を確認したものと理解
できる。
　そして，本判決は，従来から判例・通説と
されてきた増加益清算課税説に基づいて資産
の評価方法についての解釈を示していること
から，昨今の裁判例においてみられた譲渡益
課税説への一定の傾斜⒀とは一線を画す判断が
示されたものとみる向きがある⒁。
　ただし，私見によれば，増加益清算課税説
と譲渡益課税説との対立点は，所得税法59条
１項の規定によらずに同法33条１項のみで課
税される無償譲渡があり得るかどうかという

⑻　最判平成22年７月６日民集64巻５号1277頁。同
判決については，伊川正樹「相続税と所得税との
関係をめぐる基礎的考察―いわゆる『年金の二重
課税問題』を契機として―」名城法学60巻別冊
（2010年）123頁以下参照。
⑼　伊川正樹「譲渡所得税と相続税との調整」税法
学572号（2014年）３頁以下参照。
⑽　資産の譲渡による現実の収入金額から，その資
産の取得費等を控除した残額を譲渡所得ととらえ
る見解である。参照，水野武夫「譲渡担保と譲渡
所得課税」北野弘久編『判例研究日本税法体系３』
（学陽書房，1980年）64頁，竹下重人「譲渡所得課
税の二，三の問題点」シュトイエル100号（1970

年）109頁等。
⑾　本件ではみなし譲渡課税の適用に関して争われ
たものであるため，譲渡益課税説を採用する余地
はなかったことも関係しているとみることもでき
るだろう。
⑿　佐藤・前掲注⑴７頁は，「清算課税説の中核的
な発想を表現した」と評価している。
⒀　佐藤英明『スタンダード所得税法［第２版補正
２版］』（弘文堂，2020年）96頁，146頁参照。な
お，同書では，清算課税説と譲渡益説と表記され
ている。
⒁　佐藤・前掲注⑴７頁参照。
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点においてのみ実益がある議論であり，そう
した場面は現行法上想定できないため，さほ
どの重要性は認められないと考えられる⒂。む
しろ，現行法の下で譲渡所得課税を理解する
場合には，所得税法33条１項の解釈の結果，
課税の趣旨として増加益清算課税説が妥当す
るものの，実際に所得金額を算定して課税を
行うためには（所法33条３項参照），所得を算
定する前提の収入金額として実現した金額が
なければならない（所法36条１項参照）。無償
譲渡の場合には，収入金額を実現したものと
してみなす必要があり，その根拠規定が所得
税法59条１項である。そのため，譲渡益課税
説による場合でも，所得税法59条１項を根拠
とすれば，無償譲渡の場合でも課税が認めら
れることになる。したがって，所得税法59条
１項所定の要件を充足する限りにおいては，
増加益清算課税説および譲渡益課税説のいず
れによるとしても，譲渡時の時価を収入金額
とみなして課税するという結果は同じである。
　そして，有償譲渡の場合，抽象的な増加益
そのものが課税対象となるわけではなく，当
事者間で合意した金額を収入金額とすること
が一般的であるが，これは実現した収入金額
を前提として課税計算に載せるという実現主
義（所法36条）が前提になっているからであ
る。当事者間の合意金額，すなわち取引価格
を収入金額とすることは，資産の増加益を所
得とする増加益清算課税説とは相容れないこ
とになるが，それは現行所得税法の下での課
税計算が実現主義を前提としていることによ
るものであり，「増加益を所得として課税を行
う」という課税の趣旨そのものが否定される
わけではない。そのため，課税の趣旨として
の増加益清算課税説を前提としつつ，実現主
義を前提として実際の課税計算を行った上で

課税が行われると理解すれば，有償譲渡の場
合でも，譲渡益課税説が主張するところと同
じ結果に至るのである。
　このようにみれば，昨今の裁判例における
「譲渡益課税説への一定の傾斜」とみられる傾
向は，増加益清算課税説を前提としながら，
実際の課税計算について実現主義を踏まえて
行った結果であるとみることができ，決して
増加益清算課税説を否定するとか，その意義
を低下させるものであったというわけではな
いと解すべきである。
　本判決では所得税法59条１項所定のみなし
譲渡課税が問題とされている場面であったこ
とから，課税の趣旨である増加益清算課税説
に基づいて解釈が示されたことは自然かつ妥
当なものであるといえる。ただし，本件にお
いて最高裁判決が原審判決を破棄した理由は，
原審が所得税法59条１項の解釈適用を誤った
点にある⒃。そのため，原審判決が，同項の解
釈を増加益清算課税説に基づいて適切に行っ
たとすれば，類似業種比準方式とは異なる評
価方法を用いたとしても（場合によっては，
配当還元方式に基づいて評価を行ったとして
も），本件株式の評価として適法と判断される
余地があるといえよう⒄。
　このことを敷衍すれば，本件では，所得税
法59条１項の解釈が増加益清算課税説に基づ
いて行われているかどうかという問題と，本
件株式の評価額自体の適正さが問われており，
両者は一連の問題でありながら，前者につい

⒂　伊川正樹「譲渡所得とその課税および実現主義
―増加益清算説と譲渡益課税説の対立点」水野武
夫先生古稀記念論文集刊行委員会編『行政と国民
の権利』（法律文化社，2011年）481頁参照。
⒃　渡辺・前掲注⑴30頁以下参照。
⒄　同上37頁以下参照。
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て適正な解釈をしたからといって，必ずしも
後者の帰結が必然的に導き出されるわけでは
ない，ということになる。本件では，増加益
清算課税説を前提として関連する通達に基づ
いて評価をした場合，類似業種比準方式によ
って評価すべきこととなるが，その金額は１
株当たり2,505円であり，その金額が所得税法
59条１項が定める時価に相当するといえるか
どうかは疑問である。通達には法源性がない
ことを前提とすれば，通達が定める評価に拘
束される必要はないため，類似業種比準方式
および配当還元方式のいずれにもよらない評
価方法によることも認められるはずである⒅。
　これを一般化していえば，譲渡所得課税に
関する問題は，課税の趣旨である増加益清算
課税説に依拠して解釈されるべきであるが，
具体的な所得金額計算の場面まで増加益清算
課税説の規律は及ばないということになる。
言い換えると，増加益清算課税説は譲渡所得
課税の趣旨について述べるものであって，よ
り具体的な問題，とりわけ所得金額計算がか
かわる問題については，実体法の規定や具体
的な事実関係等に基づいて判断するものと考
えるべきである。

⑶　小括
　本判決の検討から，増加益清算課税説は譲
渡所得課税の趣旨について述べるものであっ
て，規定の解釈原理にはなり得るものの，さ

らに具体的な評価額や所得金額まで規律する
ような内容のものではないという知見が得ら
れる。こうした理解は，すでに述べたように，
実現主義に基づいて収入金額を確定し，それ
に基づいて所得金額が算定されて実際の課税
が行われるとする理解と軌を一にするものと
いえよう。
　つまり，資産の評価については，増加益清
算課税説に基づく解釈に従って行われるべき
であるが，同説により具体的な評価額までを
確定することはできない。同説が示している
のは，資産に生じた増加益が譲渡所得である
ということであり，その評価額の適正さまで
は同説によって導き出すことはできないので
ある。

Ⅲ　配偶者居住権をめぐる課税問題

１　配偶者居住権の概要⒆��

⑴�　創設の背景
　配偶者居住権⒇は，改正民法（平成30年法律
第72号）�により新設された権利である。この
権利は，被相続人の配偶者が，被相続人の死
亡後も住み慣れた居住環境で安定的に生活を
継続することができるように，居住建物の使
用・収益権限のみが認められ，処分権限のな
い権利を創設することによって，遺産分割の
際に，配偶者が居住建物の所有権を取得する
場合よりも低廉な価額で居住権を確保するこ

⒅　ただし，本件の差戻審である東京高判令和３年
５月20日（判例集未登載，TAINS� Z888‐2364）
は，類似業種比準方式によるべきとして，2,505円
が妥当である旨を判示している。
⒆　以下の記述は，堂園幹一郎＝神吉康二編著『概
説　改正相続法【第２版】』（金融財政事情研究会，
2021年）９頁以下，八ツ尾順一「配偶者居住権の
税務上の取扱い」税法学585号（2021年）79頁以下

を参照した。
⒇　配偶者居住権（民法1028～1036条）とともに，
配偶者短期居住権（民法1037～1041条）も新設さ
れたが，本稿では便宜上，主に配偶者居住権につ
いて触れることとし，配偶者短期居住権について
は必要な範囲でのみ取り上げることとする。
�　施行は，令和２（2020）年４月１日である。
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とができるようにすることを目的としたもの
である�。

⑵�　成立要件
　配偶者居住権の成立要件は，次のとおりで
ある（民法1028条１項，554条）。
　ⅰ�　配偶者が相続開始の時に被相続人所有

の建物に居住していたこと。
　ⅱ�　その建物について，配偶者に配偶者居

住権を取得させる旨の遺産分割，遺贈又
は死因贈与がされたこと。

　これらの要件から，民法上，配偶者居住権
は相続財産であることが前提となっていると
いえる�。

⑶�　法的性質
　配偶者居住権の法的性質として，主に以下
のようなものが挙げられる。
　ⅰ�　配偶者の一身専属権であること（民法

1030条）。
　ⅱ�　譲渡が禁止されていること（民法1032

条２項）。
　ⅲ�　配偶者が死亡した場合には当然に消滅

して，相続の対象にもならないこと（民
法1036条，同法597条３項の準用）。

　ⅳ�　居住建物の全部について無償で使用及
び収益をすることができること（民法
1028条１項）。

　ⅴ　賃借権類似の法定の債権であること�。

⑷�　消滅原因
　配偶者居住権の消滅原因としては，次のも
のが挙げられる。
　ⅰ�　存続期間の満了（民法1036条，同法597

条１項の準用）
　ⅱ�　居住建物の所有者による消滅請求（民

法1032条４項）
　ⅲ�　配偶者の死亡（民法1036条，同法597条

３項の準用）
　ⅳ�　居住建物の全部滅失等（民法1036条，

同法616条の２の準用）
　また，これらの法定原因以外に，配偶者と
居住建物の所有者との間の合意により，配偶
者居住権を解除して消滅させることもできる
と解されている。

２�　配偶者居住権に関する課税

⑴　配偶者居住権の設定時の取扱い
ⅰ　相続税

　上記のように，配偶者居住権は，被相続人
に帰属していた居住建物について，配偶者に
対して使用・収益権を認めるものであるが，
遺産分割等によって定められ，具体的相続分
を構成するものであることから，配偶者が相
続によって取得した財産として相続税の課税
対象とされる。そのため，相続財産としての
配偶者居住権の評価が必要となる。
　一般に，相続財産の評価は，相続税法22条
の「時価」によることとされているが�，配偶
者居住権については，相続税法23条の２が新
設され，法定評価が適用されることとされた。

�　堂園＝神吉・前掲注⒆10頁参照。
�　八ツ尾・前掲注⒆81頁参照。
�　法務省民事局参事官室「民法（相続関係）等の
改正に関する中間試案の補足説明」（2016年）10頁

参照（http://www.moj.go.jp/content/001198631.
pdf［最終確認日：2021年８月13日］）。
�　定期金に関する権利の評価等（相法24条等），別
段の評価方法が定められている財産もある。
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その理由について，財務省担当者は次のよう
に説明している�。
　ⅰ�　相続税法の「時価」とは，それぞれの

財産の現況に応じ，不特定多数の当事者
間で自由な取引が行われる場合に通常成
立すると認められる価額，すなわち，客
観的な交換価値をいうものと解されてお
り，取引可能な財産を前提としているが，
配偶者居住権は譲渡することが禁止され
ているため，この「時価」の解釈を前提
とする限り，解釈に委ねるには馴染まな
いと考えられること。

　ⅱ�　まだ制度が開始しておらず，配偶者居
住権の評価額について解釈が確立されて

いるとは言えない現状において解釈に委
ねると，どのように評価すれば良いのか
納税者が判断するのは困難であると考え
られ，また，納税者によって評価方法が
区々となり，課税の公平性が確保できな
くなるおそれがあること。

　ⅲ�　配偶者の余命年数を大幅に超える存続
期間を設定して配偶者居住権を過大に評
価し，相続税の配偶者に対する税額軽減
の適用を受ける等の租税回避的な行為を
防止するためには，法令の定めによるこ
とが適切であると考えられること。

　そして，相続税法23条の２第１項所定の法
定評価方法は，次のような計算式となる�。

居住建物
の相続税
評価額（注）

－
居住建物
の相続税
評価額（注）

×
存続年数に応じた

耐用年数－経過年数－存続年数
耐用年数－経過年数

× 法定利率による
複利現価率

（注）�　居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が相続開始の直前において居住建物をその
配偶者と共有していた場合には，次の算式により計算した金額となる。

居住建物が賃貸の用に
供されておらず，かつ，
共用でないものとした
場合の相続税評価額

×
賃貸の用に供されている
部分以外の部分の床面積
居住建物の床面積

× 被相続人が有していた
持分割合

　また，配偶者居住権以外にも，配偶者居住
権の目的となっている建物の価額（相法23条
の２第２項），配偶者居住権に基づく敷地の使
用権（同条３項）およびその敷地の価額（同
条４項）についても評価方法が法定されてい
る。
ⅱ　譲渡所得

　上記のように，配偶者は配偶者居住権を被
相続人から相続，遺贈ないし死因贈与によっ
て取得するため，所得税法60条１項１号の適
用を受けることになる。そのため，配偶者居
住権の設定時点では，当該資産の元の所有者
である被相続人に対して譲渡所得課税は行わ
れない。

　また，同項によれば，配偶者は配偶者居住
権という資産につき，被相続人の取得費を引
き継ぐこととなる。ただし，配偶者居住権は，
居住建物の「全部」（民法1028条１項本文）に
ついて設定される権利であるものの，当該資
産の所有者は別に存在し，配偶者は使用・収

�　財務省「令和元年度税制改正の解説」496頁参照
（https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/
outline/fy2019/explanation/pdf/p0492-0509.pdf
［最終確認日：2021年８月13日］）。
�　国税庁タックスアンサーNo.4666「配偶者居住権
等の評価」（https://www.nta.go.jp/taxes/
shiraberu/taxanswer/hyoka/4666.htm［最終確認
日：2021年８月13日］）参照。
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　このような算定方法は，配偶者居住権が設
定された場合に，「配偶者居住権を有する者に
帰属する部分」と「配偶者居住権付き建物の
所有者に帰属する部分」の２つの要素で構成
されることから，両者を按分することが適切
であるという考えに基づくものといえる�。

⑵�　配偶者居住権の消滅時の取扱い
ⅰ　相続税および贈与税

①　配偶者死亡・存続期間満了の場合

　配偶者居住権は，前記１⑷のような原因で
消滅するが，このうち，配偶者が死亡した場
合および存続期間が満了した場合には，相続
税や贈与税の課税関係は生じないと解されて
いる。すなわち，配偶者の死亡の場合は，民
法の規定により配偶者居住権が消滅するもの
であるため，配偶者から居住建物の所有者に
相続を原因として移転する財産はないことか
ら，相続税の課税関係は生じない。また，有
期の存続期間満了の場合も，同様に両者間で
の資産の移転はないため，贈与税の課税関係
は生じないことになる�。
　もっとも，両者のケースにおいて，居住建
物の所有者が使用・収益することが可能とな

ったという利益を取得することになることか
ら，その所有者に対して一定の課税を行うと
考えることも可能である�。しかし，財務省担
当者による説明によれば，次のような理由に
より，課税をする必要はないと解されている�。
　⒜�　配偶者居住権による権利関係は民法に

定められた同権利の意義に由来するもの
であること。

　⒝�　居住建物の所有者は，配偶者居住権の
存続期間は自らの使用・収益が制約され
るという負担を負っていること。

　⒞�　前記のような配偶者居住権の相続税法
上の評価方法の考え方からすれば，その
負担は存続期間にわたって逓減するもの
であり，配偶者の死亡時にまとまって解
消されるのではないことを踏まえれば，
課税を行わないとしても公平上問題があ
るともいえないこと。

　⒟�　配偶者の死亡による配偶者居住権の消
滅時に，当初設定した配偶者居住権に基
づき建物の使用・収益の完了に至ること
から，移転し得る経済的価値は存在しな
いと考えられること。

益権のみを取得するため，取得費の算定方法
を定める必要がある。そこで令和２年度税制
改正（令和２年３月法律８号）によって所得
税法60条２項が制定され，配偶者居住権が設

定された建物またはその敷地の用に供される
土地等を譲渡した場合における資産の取得費
は，次のように算定されることとされている�。

�　武田昌輔監修『DHCコンメンタール所得税法３
巻』（第一法規，web版）4313の２頁以下を参照。
�　武田・前掲注�4315頁参照。
�　財務省・前掲注�503頁参照。

�　配偶者死亡の場合には相続税，存続期間満了の
場合にはみなし贈与課税（相法９条）が，それぞ
れ居住建物の所有者に行われることになろう。
�　財務省・前掲注�503頁以下参照。

当該建物又はその敷地の用に供される土地等の譲渡
（相続開始）時点で計算した場合の本来の（配偶者居
住権が設定されていないと仮定した場合の）居住建
物またはその敷地の用に供される土地等の取得費

－
同時点で計算した場合の配偶者居住権又は
配偶者敷地利用権が消滅したものと仮定し
た場合に同条３項により算定された取得費



譲渡所得課税の趣旨と課税理論

税法学586　15

② 　期間の途中で合意解除・放棄等があった場合

　配偶者居住権の存続期間中に，配偶者が放
棄をする場合や，配偶者と所有者との間で合
意により同権利を解除するような場合，また
配偶者が民法1032条１項の用法遵守義務に違
反したことを理由として，居住建物の所有者
が同権利を消滅させるような場合には，配偶
者から贈与があったものとみなして当該所有
者に対して贈与税が課せられると解されてい
る�。この場合，配偶者居住権の消滅により，
配偶者から当該所有者に対して使用・収益す
る権利が移転したものと考えられ，相続税法
９条に基づくみなし贈与課税が行われると考
えられる（相基通９－13の２）�。
ⅱ　譲渡所得

　配偶者居住権が消滅する場面において，配
偶者の死亡や存続期間満了の場合には，配偶
者から居住建物の所有者に対して，同権利の
消滅を原因として対価の支払いはされないこ
とが通常であるため，基本的には譲渡所得課
税の問題が生じることはない。
　一方，配偶者と所有者との間で合意解除に
よって配偶者居住権を消滅させる場合には，
対価を支払って行うことが可能であるため，
そうした場合には，配偶者が同権利の消滅に
際して得た対価は，資産の譲渡によって得た

所得として，譲渡所得に当たると解されてい
る�。また，配偶者敷地利用権の消滅について
も，同様にそれに伴って得た対価は譲渡所得
として課税される。
　なお，かかる課税が行われる場合の居住建
物の所有者の取得費については，所得税法60
条３項が定めている。

３　検討��

⑴�　問題の所在
　以上の内容を踏まえ，本稿の目的に沿って，
配偶者居住権をめぐる譲渡所得課税について
検討する。
　まず，配偶者居住権の設定時においては，
配偶者は同権利を被相続人から，相続，遺贈
または死因贈与によって取得したものである
ため，所得税法60条１項１号の適用により，
被相続人に対する譲渡所得課税は行われず，
配偶者が一定の按分割合に応じて取得費を引
き継ぐことになる。かかる取扱いについては，
現行法上，特に問題はない。
　次に，配偶者居住権の消滅については，消
滅原因について，ⅰ配偶者の死亡による場合
および存続期間満了の場合と，ⅱ配偶者と居
住建物の所有者との合意解除等による場合と
に分けて論じる必要がある。すなわち，すで

�　同上504頁参照。
�　このように，現行法上の取扱いとしては，配偶
者の死亡および存続期間の場合（上記①）には課
税問題は生じず，合意解除等の場合（②）には課
税されるというように差異が生じるものとされて
いる。しかし，①⒝の理由は②の場合でも同様で
あること，①⒟の理由は相対的であると考えられ
ることから，両者に課税上の差異を認めるだけの
合理的であるといい得るか疑問である。そして，
①⒞については，合意解除等を行う時期によって
理由の合理性に関する評価が変わるものと思われ

る。そのため，①の場合に課税関係が生じないこ
とを合理的に説明しようとすれば，⒜の理由，す
なわち配偶者居住権という制度を新設した背景に
鑑みた政策的な措置と理解するのが自然であると
考えられる。ただし，本稿の問題意識とはやや異
なる内容であるため，これ以上は立ち入らないこ
ととする。
�　財務省「令和２年度税制改正の解説」118頁参照
（https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/
outline/fy2020/explanation/pdf/p093-160.pdf［最
終確認日：2021年８月13日］）。
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に述べたように，ⅰの場合には，配偶者居住
権の消滅に当たって，居住建物の所有者から
配偶者に対して対価の支払いがされることは
基本的にないため，配偶者に所得が生じるこ
とはなく，そもそも（譲渡）所得税の課税問
題を考える必要はないのである。それに対し
て，ⅱの場合において，配偶者居住権の消滅
の対価が支払われる場合には，配偶者が得た
所得に対する課税問題が生じることになる�。
そのため，上記のⅰとⅱの区別は，配偶者居
住権の消滅原因の差異というよりも，同権利
の消滅の対価の支払いの有無の違いとみるべ
きであり，課税問題の有無はこの点にかかっ
ているというべきである。

⑵�　現行法上の取扱いの分析
　前記の現行法上の取扱いは，配偶者居住権
の消滅により，配偶者から居住建物の所有者
に対して使用・収益権という資産が移転した
ことを理由として対価が支払われたものとし，
配偶者が得た対価が譲渡所得に該当すると理
解している。
　すでにみたように，配偶者が相続財産とし
て配偶者居住権を取得した場合には，相続税
法23条の２に基づいて当該配偶者居住権の価
額が評価されるため，配偶者居住権そのもの
に経済的価値が認められる。従来の解釈�に照
らせば，経済的価値が認められる資産は，譲
渡所得の基因となる資産に該当すると解され
ることから，配偶者居住権も所得税法33条１
項にいう「資産」に該当するというべきであ
ろう。また，居住建物の所有者との合意によ
ってそれを消滅させる行為は，当該「資産」
の譲渡に該当すると解することができる。そ
して，それが消滅することによって対価を得
たのであれば，「資産」の譲渡と対価の受領と

は結び付いており，「資産の譲渡による所得」
を得ていると評価することができる。
　このように，現行法上の取扱いは，配偶者
居住権が譲渡所得の基因となる「資産」に該
当し，その消滅は「譲渡」に該当するととも
に，その対価として所得を得ていることから，
当該所得は譲渡所得に該当すると解しており，
従来の判例に沿った解釈であるとみることが
できる。

⑶�　譲渡所得課税の趣旨からの検討
　一方，譲渡所得課税の趣旨である増加益清
算課税説から配偶者居住権の消滅に対する課
税を考えた場合，やや異なる見方ができる。
　同説によれば，譲渡所得とは所有者が所有
している間に資産について生じた増加益のこ
とであり，譲渡によりその増加益が譲渡対価
として実現した金額を譲渡収入金額に算入し
（所法33条３項），譲渡所得として課税するこ
とになる。したがって，譲渡所得として課税
される所得は，資産について生じた増加益で
あることは，譲渡所得課税を行う上での当然
の前提とされている。
　翻って，配偶者居住権の消滅に際して配偶
者が得た対価についてみた場合，これは「資
産の増加益」といえるだろうか。ここでいう
「資産」とは配偶者居住権，すなわち，居住建
物に係る使用・収益権である。当該居住建物
の所有者との合意により配偶者居住権を消滅
させる場合に，同権利の移転を観念できると

�　ただし，ⅱの場合であっても，居住建物の所有
者から配偶者に対して対価の支払いがされない場
合には，課税問題が生じないことになる。
�　伊川正樹「譲渡所得の基因となる『資産』概念
―増加益清算課税説の再考―」名城法学57巻１・
２合併号（2007年）141頁以下参照。
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いうのが，当該所得を譲渡所得として課税す
る論拠であるが，配偶者が受領した対価が，
配偶者が配偶者居住権という資産を所有して
いた間に生じた増加益とみることは困難であ
ろう。なぜなら，配偶者居住権そのものは配
偶者の所有期間中はむしろ逓減するものであ
り，配偶者居住権という資産そのものの価値
が増加するということはあり得ないからであ
る。そもそも，配偶者居住権とは，居住建物
の使用および収益を認める権利であり，建物
自体の価値が逓減する以上，その使用・収益
権が増加するということは通常考えにくい。
仮に配偶者居住権が設定された土地について
考えた場合，当該土地の価値自体が増加する
ことはあり得るが，配偶者居住権が減価する
ものであることから，敷地利用権に常に増加
益が発生すると考えることはできないだろう。
　そのように考えると，配偶者居住権の消滅
の対価として得た所得を「資産の増加益」と
して実現した譲渡所得とみることは困難であ
ると考えられる。しかし，借家人が賃貸借の
目的とされている家屋の立退きに際し受ける
立退料のうち，借家権の消滅の対価の額に相
当する部分の金額は，譲渡所得に係る収入金
額に該当すると解されている（所基通33－６）
こととの対比で考えると，配偶者居住権の消
滅の対価を譲渡所得とすることも妥当である
ともいえそうである。こうした取扱いの根拠
として，「家屋の明渡しによって消滅する権利

の対価の額に相当する金額」であれば譲渡所
得の収入金額に該当することが示されている�

ことから，当該対価が「資産の増加益」であ
るかどうかというよりも，「資産の譲渡による
所得」かどうかによって判断されているとみ
ることができる。
　立退料に関しては，「法的には財産権の一種
であり，賃貸人の承諾を得れば処分（譲渡，
転貸）可能な権利であり，現実の社会生活に
おいて経済的には金銭に評価することのでき
るものであるから，経済的価値を有するもの
即ち資産の一つであると解するのが相当であ
る」として，家屋の賃借権が「資産」に該当
することを前提として，資産が消滅する場合
にも譲渡所得が生じることを肯定する裁判例
がある�。同判決は，「処分により増加益

4 4 4

が実
現したのであれば，必ずしもその原因が売却
等資産が他に移転する場合に限らず，資産が
消滅（処分の一種）する場合（例えば土地収
用によつて，土地及びそれに対する賃借権が
収用され，土地所有者，賃借人に補償金が支
払われた場合の賃借権の消滅）にも，譲渡所
得があつたものといわねばならない。」（傍点，
筆者）と判示している。こうした判示内容か
ら理解できることは，賃借権の消滅とは，経
済的価値があるもの，すなわち資産を他者に
移転し，その譲受人がその経済的価値を享受
することができる状態になることであり，そ
の対価として受領する立退料は，賃借人が賃

�　国税庁タックスアンサーNo.3155「借家人が立退
料をもらったとき」（https://www.nta.go.jp/
taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm［最終
確認日：2021年８月13日］）。
�　大阪高判昭和45年４月６日税資59号586頁。同判
決は，家屋の明渡しに際して支払われる立退料は，
当事者間の具体的事情に応じて各種の性質があり，

一般的抽象的には決められないことを前提として，
建物の買受人が同建物内の賃借人に対して，その
賃借権を消滅させるために立退料を支払い，受領
者である賃借人も同建物を買受人に明け渡す意思
を示して同金員を受領したという事実を前提とし
て，同事案における立退料は譲渡所得に該当する
と判示している。
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借権を保有していた間に生じた増加益と位置
付けているということである。
　ここで，立退料という所得に関して，賃借
権そのものが増加益を生じさせたかどうかは
検討されておらず，単純に賃借権自体に経済
的価値が認められることをもって，そこに増
加益が生じているという前提に立っていると
いうことを指摘することができる。つまり，
賃借権の価値が実際に増加したかどうかにか
かわらず，賃借権という資産自体に経済的価
値が認められれば，それが取引（譲渡）の対
象とされ，その対価として受領した利益は当
該資産の増加益として扱われていることにな
る。翻って，配偶者居住権についても同様の
ことがいえる。配偶者居住権を居住建物の所
有者との合意によって解除し，同権利の消滅
の対価として受領した金員は譲渡所得として
扱われることとされているが，実際に配偶者
居住権という資産が増加益を生じさせたかど
うかは問題とされていない。
　ここまでの検討をまとめると，一般に，譲
渡所得とは資産に生じた増加益と理解されて
いるものの，その所得が実際に生じた増加益
であるかどうかの検証は具体的には行われて
おらず，譲渡した資産に経済的価値が認めら
れ，その対価として受領した利益を，譲渡資
産について保有期間中に生じた増加益と扱っ
ていることになる。土地の譲渡による所得な
ど，明らかに取得価額よりも高額の譲渡価額
が得られるような典型的なケース�において

は，かかる所得は「保有期間中の資産の増加
益」とみることが容易であるものの，配偶者
居住権の消滅により得る所得のような場合に
は，その所得の性質は必ずしも「保有期間中
の資産の増加益」とはならないものもあり得
るのである。しかし，現行法上は，そのよう
な所得の性質が増加益かどうかを問わず，経
済的価値の存在を根拠として譲渡所得該当性
を判断しているといえる。言い換えると，譲
渡所得該当性の判断は，「資産の譲渡による所
得」といえるかどうかをメルクマールとして
行っているということができる。
　こうした判断は，所得税法33条１項が，譲
渡所得について「資産の譲渡による所得」と
定義しており，その要件を文理に忠実に解釈
していることによるものと評価することがで
きる。そのため，譲渡所得の性質が「資産の
増加益」であるとする増加益清算課税説は，
譲渡所得課税の趣旨を示すものであり，同条
の解釈原理ではあるものの，具体的な解釈の
場面では明文規定が優先され，直接の根拠に
はならないとみることができる�。

⑷�　譲渡禁止という性質
　すでにみたように，民法上，配偶者居住権
は譲渡が禁止されている（民法1032条２項）。
この「譲渡」の意義を文字通りに解せば，配
偶者居住権の「譲渡」による所得という事象
自体が矛盾することになる。しかし，上述の
ように，配偶者居住権は，居住建物の所有者

�　このほか，上場株式の場合も客観的な増加益の
存在を認めることができ，それを「資産の譲渡の
対価」，すなわち譲渡所得に係る収入金額と扱うこ
とが可能である。参照，伊川正樹「譲渡所得にお
ける対価概念―高額譲渡の事例を参考に―」三木
義一先生古稀記念論文集編集委員会編『現代税法

と納税者の権利』（法律文化社，2020年）23頁以
下。
�　増加益清算課税は課税の趣旨であり，課税の根
拠になり得ないと位置づけるものとして，伊川・
前掲注�173頁参照。
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との合意によって「消滅」させることが可能
であり，それにより，当該建物の使用・収益
権を所有者に移転させることができるため，
その対価として所得を受領することが想定さ
れるのである。すなわち，民法が定める配偶
者居住権の「譲渡」禁止とは，当該建物の所
有者以外の第三者に対して同権利を移転し，
そこから得られる経済的利益を享受させるこ
とを禁止しているものと理解することができ
る。
　換言すれば，配偶者居住権の設定により，
元々，被相続人に帰属していた資産が，「配偶
者居住権を有する者に帰属する部分」と「配
偶者居住権付き建物の所有者に帰属する部分」
の２つの要素に分けられることになり，配偶
者居住権の消滅というのは，「配偶者居住権を
有する者に帰属する部分」が建物所有者に復
帰することを意味する。これを当該建物を取
得した相続人の側からみれば，配偶者居住権
が存続する期間中は配偶者による無償の使
用・収益を受忍する負担を負い，存続期間満
了時にその建物が自由な使用・収益が可能な
完全な所有権に復帰することになる�。
　そのため，配偶者居住権とは，自由な取引
に服することは認められておらず，同権利の
消滅に伴って，そこに含まれている権能が建
物の所有者に移転することのみが想定されて
いる権利であるといえよう。そして，そのよ
うな限定的な当事者間での権利の移転の場面
においても，「資産の譲渡」が行われたとし
て，譲渡所得課税の対象とされている。

⑸�　「資産の譲渡」の意義
　ここで想起されるのが，容積率の余剰分を
他者に移転して対価を得た場合の所得分類が
争われた事案である。同事案では，隣接する
土地１および土地２（以下，併せて「本件各
土地」という。）における容積率の余剰分を土
地３に対して移転する契約を締結し，土地３
の所有者は移転された余剰容積の利用権を永
続的に使用することが確保された。そして，
土地３の所有者から本件各土地の所有者に対
して，同利用権設定の対価が支払われ，これ
が不動産所得と譲渡所得のいずれに該当する
かが争われた。
　東京地裁平成20年11月28日判決�は，本件に
おける余剰容積利用の設定は，建築基準法86
条２項に定める連担建築物設計制度を利用し
たものであり，その法的性質は地役権の設定
であるところ，所得税法33条１項かっこ書き
が「資産の譲渡」そのものではないものの，
政令で定める地上権や賃借権の設定行為を含
むと定めている点について，同法施行令79条
１項の列挙事由に本件のような連担建築物設
計制度に基づく地役権の設定が含まれていな
いことを理由として，本件土地の所有者が受
領した所得は譲渡所得には該当せず，不動産
所得に当たると判示している�。
　かかる判断の中で，東京地裁が次のように
述べていることが注目される（傍点，筆者）。
　�　「さらに，そもそも連担建築物設計制度に
かかわる地役権の設定契約は，一定の一団
の土地の区域内に存する要役地所有者及び

�　財務省・前掲注�497頁参照。
�　東京地判平成22年11月28日税資258号順号11089。
�　控訴審の東京高判平成21年５月20日税資259号
順号11203においてもこの判断は維持され，最高裁
の上告不受理決定（最決平成22年３月30日税資260

号順号11413）により確定している。また，同判決
については，伊川正樹「譲渡所得課税における『資
産の譲渡』」税法学561号（2009年）３頁以下，17
頁以下参照。
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承役地所有者という限定された当事者の間
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

で締結されるもの
4 4 4 4 4 4 4 4

で，地役権そのものが単
4 4 4 4 4 4 4 4 4

独で転々譲渡される余地はない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことからし
ても，本件地役権の設定の対価が上記の譲

4

渡所得に該当するとはいえないことは明ら
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

か
4

である。」
　この部分は，本件地役権の設定が，所得税
法33条１項かっこ書きが定める政令列挙事由
に該当しないため，その対価が譲渡所得には
当たらないとの結論を示した上で，「さらに」
という形で述べている箇所であるため，判決
の理由付けとしては傍論といえるかもしれな
い。しかし，同判示部分では「譲渡所得に該
当するとは言えないことは明らか」と断言し
ていること，また，同判決はこの理由付けに
続けて，本件地役権が本件各土地に，所定の
容積率を超える建物を建設しない旨の不作為
の地役権を設定し，土地３の所有者に本件余
剰容積を使用させるものであるから，本件各
土地の所有者に支払われた対価は不動産所得
に該当すると結論付けていることからすれば，
この所得が譲渡所得ではなく不動産所得に該
当するという結論に少なからざる影響を与え
ているとみることができるだろう。
　上記判示部分の内容を敷衍すれば，譲渡所
得の基因となる「譲渡」とは，当該資産単独
で行われるものをいうことになる（以下「単
独譲渡性」という。）。これを配偶者居住権に
当てはめてみると，この権利は配偶者と居住
建物の所有者との間の合意によって設定され，
第三者に対する譲渡が禁止されており，最終
的には当該居住建物の所有権に吸収されるこ
とが予定されているものである。そして，配
偶者居住権が単独で譲渡されることがないこ
とはもちろん，この権利は居住建物という不
動産を前提にして成立するものであることは

いうまでもない�。そのため，もし譲渡所得の
基因となる譲渡行為に単独譲渡性が含まれる
と解すれば，配偶者居住権の消滅（譲渡）か
ら生じる所得は譲渡所得にはなり得ないとい
うことになる。
　仮にこれらを整合的に理解しようとすれば，
上記判示部分における理解が正当でないとみ
るか，配偶者居住権の消滅から得られる所得
は譲渡所得には該当しないと考えるしかない。
　そこで，まず前者について，上記の判示部
分は，当該所得が譲渡所得ではなく不動産所
得に該当するということの理由付けで述べら
れているものであるが，当該地役権は要役地
と承役地の存在がなければ成立しないという
点が前提とされている。つまり，地役権が土
地から離れて単独で移転することはないこと
から，地役権の設定は「資産の譲渡」には当
たらないと判示していることになる。地役権
とは，他人の土地を自己の土地の便益のため
に利用する権利である（民法280条）。そして
地役権には付従性があり（民法281条），単独
で譲渡されることはない。そのため，地役権
そのものに経済的価値が認められて，譲渡所
得の基因となる「資産」に該当するとしても，
その設定行為は「譲渡」には当たらないこと
になる。仮に地役権の設定が半永久的であり，
実質的にみて当該設定行為が「資産の譲渡」
と同視できるとしても，所得税法33条１項か
っこ書き所定の「他人に土地を長期間使用さ
せる行為で政令で定めるもの」�に該当しない
限り，それによって得られる所得は譲渡所得
には該当しないとされているのである。した

�　この権利に経済的価値が認められるのは，配偶
者と居住建物の所有者との間に成立する使用・収
益に関する債権関係が存在するためである。
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がって，同事案における地役権の設定が「資
産の譲渡」に類似しているものの，現行法令
上「資産の譲渡」に該当するとの根拠がない
ことを理由として，譲渡所得該当性を否定し
ていると理解すべきである。
　上記判示部分は，「地役権が単独では譲渡で
きないこと」と「地役権の設定は現行法令上
『資産の譲渡』には当たらないこと」を結び付
けて述べたものと推測されるが，「地役権の設
定が譲渡所得には当たらない」という帰結は
現行法令の要件から明らかであり，譲渡所得
の基因となる「譲渡」の要件として単独譲渡
性を含めるような一般論を述べる必要もなく，
またその内容は妥当ではないというべきであ
る。
　すなわち，「譲渡」の意義については，有
償・無償を問わず所有権その他の権利の移転
を広く含む概念と解されている�。もし単独譲
渡性を含めて「譲渡」の意義を解釈するとな
れば，経済的価値を移転させて対価を得たも
のの，その経済的価値が他の資産から独立し
て移転する性質のものでないために，譲渡所
得には該当しないということになる。しかし，
そのように解した場合，借家権や行政官庁の
許認可などといった利益の移転も「譲渡」に
該当しないことになるが，かかる利益が「資
産」に該当することは所得税基本通達33－１
が認めていることからして，「資産」概念にも
影響が及ぶこととなり，適切な解釈であると
はいえないだろう。
　その上で，配偶者居住権の消滅から得られ
る所得について検討すれば，前述のように，

譲渡所得該当性の判断基準を「資産の譲渡に
よる所得」とした場合，「資産」の意義が問わ
れることになる。従来の判例・通説によれば，
「資産」とは経済的価値が認められるものとし
ているため，配偶者居住権も譲渡所得の基因
となる「資産」に該当すると解される。そし
て，すでに述べたように，譲渡所得の性質は
増加益であるものの，それが実際に増加益で
あるかどうかの具体的な検証は行わず，経済
的価値の移転が行われ，その価値が譲渡人に
おいて実現した際に譲渡所得として課税され
るというのが，現行法の下での譲渡所得課税
の構造である。そのため，配偶者居住権の消
滅から得られる所得が譲渡所得に該当しない
と解することは困難であろう。

Ⅳ　おわりに

　本稿において検討した内容をまとめておこ
う。
　まず，第Ⅱ章における最高裁令和２年３月
24日判決について，所得税法59条１項の解釈
は，譲渡所得課税の趣旨として判例・学説で
確立している増加益清算課税説に基づいて行
われるべきであるが，資産の評価額の具体的
な適正さまで同説が確定させることはできる
わけではない。
　また，第Ⅲ章における配偶者居住権に係る
譲渡所得課税に関する検討から，譲渡所得課
税は，資産の増加益を所得として課税するこ
ととされているものの，実際の課税の場面に
おいては，その増加益が発生しているかどう
か，それは具体的にどの程度発生しているか

�　この規定は，最判昭和45年10月23日民集24巻11
号1617頁を契機として，昭和34年法律第78号とし
て制定されたものである。また，当該政令である
所得税法施行令79条および80条は，昭和34年政令

第85号として追加されたものである。
�　金子宏『租税法（第23版）』（弘文堂，2019年）
262頁参照。
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を正確に測定するわけではなく，譲渡した資
産に認められる経済的価値を増加益と位置付
けている。そして，ある所得が譲渡所得に該
当すると判断するためのメルクマールは，「資
産の増加益」かどうかではなく，「資産の譲渡
による所得」かどうかとなる。すなわち，前
者は譲渡所得課税の趣旨に由来するものであ
るが，後者は所得税法33条１項を根拠とする
ものである。
　こうした検討内容に共通するのは，増加益
清算課税説は譲渡所得課税の趣旨について述
べるものであり，譲渡所得課税に係る問題の
解釈原理となるものであるが，収入金額の算
定やその前提問題である資産の評価といった，
課税に関わる具体的な場面においては，法令

の要件や具体的事実を基礎として解釈・適用
が行われなければならないということであ
る�。すなわち，課税の趣旨を課税の直接の根
拠とすることは，租税法律主義（課税要件法
定主義）の観点から妥当ではなく，明文の規
定に基づいて課税が行われるべきということ
になる。
　譲渡所得に係る課税理論のさらなる精緻化
が望まれる。

�　また，取得費（最判平成４年７月14日民集46巻
５号492頁，最判平成17年２月１日訟月52巻３号
1034頁）や譲渡費用（最判平成18年４月20日判時
1933号76頁）の該当性が争われた裁判例において
示された判断も，このような考え方に基づくもの
とみることができる。


